
 

中小企業者等向け制度融資 

１ 利用可能な融資制度の概要 

メ ニ ュ ー 経営安定融資（経営一般） 経営安定融資（経営セーフ） 

融 資 対 象 

台風第２２号または第２３号により事業

活動に影響を受けた中小企業者等 

（当該災害について区市町村長が発行す

るり災証明を受けていることが必要で

す。） 

台風第２２号に係る災害救助法の適用地

域において、災害発生後に一定の売上減

少等の影響を受けた中小企業者等 

（町村長が発行する「セーフティネット

保証４号の認定書」が必要です。） 

資 金 使 途 
経営の安定化に必要な資金 

(運転資金及び設備資金) 

経営の安定化に必要な資金 

(運転資金及び設備資金) 

融資限度額 ２億８，０００万円 ２億８，０００万円 

うち無担保   ８，０００万円   ８，０００万円 

融 資 期 間 １０年以内 １０年以内 

融 資 利 率 
融資期間に応じて、 

１．９％ ～ ２．６％以内 

融資期間に応じて、 

１．９％ ～ ２．４％以内 

信用保証料 

補 助 
２分の１を補助（小規模企業者） ２分の１を補助（小規模企業者） 

備 考  
一般保証枠とは別枠のセーフティネット

保証４号（※）を利用できます。 

 

２ 受付場所 

  東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関、東京信用保証協会各支店、 

都内商工会議所、都内商工会、東京都商工会連合会、 

公益財団法人東京都中小企業振興公社、東京都各支庁産業課、 

東京都産業労働局金融部金融課 

 

３ 受付期間 

 （１）「経営一般」 … 随時 

 （２）「経営セーフ」… 国によるセーフティネット保証４号の地域指定告示日以降 

 

※セーフティネット保証４号（突発的災害） 

国は、災害救助法が適用された地域を対象として中小企業信用保険法に基づく「セーフ

ティネット保証４号（突発的災害）」の特例措置を講じる予定です。 

この特例措置により、当該地域内において災害発生後に売上減少（前年同月比 20％以上）

等の影響を受けている中小企業者等は、一般の保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。 
 
＜「セーフティネット保証４号」の対象地域（災害救助法の適用地域：都内７町村）＞ 

利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村 


